
（公示日：１月２７日、登録基準日：１月２６日、名簿移替え停止日：１月２０日） ＊平成２０年２月１０日以降に生まれた人は投票できません

　

　ただし、令和７年１０月２６日までに転出先に転入届をし、転出先
の市区町村で選挙人名簿に登録された人は相模原市では投票できな
い。

令和７年１０月８日以降に転出した人
相模原市の選挙人名簿に登録されている人は、相模原市で投票できる。
　ただし、令和７年１０月２６日までに転出先に転入届をし、転出先
の市区町村で選挙人名簿に登録された人は相模原市では投票できな
い。

　投票日当日の投票場所は転居前の住所地の投票所となる。

令和７年９月２７日までに転出した人
相模原市では投票できない。

　ただし、令和７年１０月２６日までに転出先に転入届をし、転出先
で選挙人名簿に登録された人は、転出先の市区町村で投票できる。

令和７年９月２８日から令和７年１０月７日まで
に転出した人

相模原市の選挙人名簿に登録されている人は、転出した日から４ヶ月
後の応当日まで相模原市で期日前投票ができる。不在者投票及び投票
日当日の投票はできない。

令和８年１月１９日までに転居（他の行政区への
異動を含む）の届出をした人

相模原市で投票できる。

令和８年２月８日執行   　衆議院議員総選挙　投票できる人・できない人

住所を変えていない人
（平成２０年２月９日
までに生まれた人）

相模原市で投票できる。

令和７年１０月２６日までに転入の届出をした人 相模原市で投票できる。

市外へ転出した人

市外から転入した人

最近住所を変えた人
（平成２０年２月９日
までに生まれた人）

　投票日当日の投票場所は転居後の住所地の投票所となる。

市内で住所を移した人

令和８年１月２０日以降に転居（他の行政区への
異動を含む）の届出をした人

相模原市で投票できる。

令和７年１０月２７日以降に転入の届出をした人
相模原市では投票できない。

　ただし、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は転入
前の市区町村で投票できる。


